
 資料１ 
 

 

 

山口県発注工事における労働災害の 
発生状況について 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山口県土木建築部技術管理課 
主査 原田 雄一 

 



Yamaguchi  Prefecture 

山口県発注工事における
労働災害発生状況について

令和５年１月２６日
山口県土木建築部
技術管理課

令和４年度 山口県公共工事労働安全講習会



3
 平成29年度～令和3年度に死亡事故が3件発生

(１)年度別事故報告件数 （ ）は死亡事故件数で内数

１ 山口県発注工事における労働災害発生状況



※労働災害 工事作業が起因し、工事関係者が死傷
※公衆災害 工事作業が起因し、第三者が死傷又は物損が生じた
※貰い事故 第三者の行為が起因し、工事関係者が死傷又は物損が生じた
※その他 上記のいずれにも該当しないもの

（工事現場で発生した事故で工事に起因しないもの、通勤中の交通事故等）
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 事故報告は、工事関係
者が被災する労働災害
が最も多い。

 公衆災害で、工事作業
に起因した第三者への
被災報告もある。

 死亡事故の大半は、労
働災害で発生。

(２)建設工事事故の種別発生件数

労働災害

111

（２）

公衆災害

19

（１）

その他

10

(0)

事故の種別件数（H29～R3）

１山口県発注工事における労働災害発生状況

（ ）は死亡事故件数で内数
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 下請業者の作業員が被
災する事故が元請作業
員の倍近く発生してい
る。

(３)事故の当事者別発生件数

※ 元請と下請の両方の作業員が負傷した案件があるため、事故件数と件数が不整合

１ 山口県発注工事における労働災害発生状況

元請

58

（１）

下請

69

（１）

第３者

14

（１）

事故の当事者別件数（Ｈ29～R3）

（ ）は死亡事故件数で内数
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(４)事故の形態別件数

※その他は草刈や伐木作業など

 “建設機械”
“転落墜落”
“資材取扱”の事故で

全体の約6割を占める。

 工事施工中の一時交通解
放時に、第三者が段差な
どで被災する報告が多
い。

（ ）は死亡事故件数で内数

建設機械 25

転落墜落 27

(１)

資材転倒

7

土砂崩壊

6

(1)

資材取扱 37

輸送事故

6

(1)

通勤事故 1

第三者 5

その他

26

事故の形態別件数（Ｈ29～R3）

１山口県発注工事における労働災害発生状況
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 建設工事で23件発生し、前年度から8件減少
 ※土木建築部16件（対前年度△12件）、農林水産部7件、企業局0件
 その他下囲みのような事故発生。バックホウやユニックの用途外使用による事

故が見受けられる。
 維持管理や委託業務の測量作業中などの事故も4件発生（前年度8件）

【令和３年度発生事故の概要】
a. バックホウで荷下ろし中、旋回した際にバックホウが転倒・転落。右上腕開放骨折。
b. ダンプトラックが現場から出ようとした際、車両と接触。
c. 電動サンダーにて発電機盤を切断中、曇った保護メガネを外した際、切粉が目に入り負傷。
d. 電動丸ノコで目地材を切断中、体勢を崩した際に、手が刃に接触し指を切った。
e. 伐採作業中、伐採した枝が接触しバランスを崩し、地上約２ｍの高さから転落し負傷。
f. 足場資材を荷下ろし中、ユニックが転倒し作業員が下敷きとなる。背骨を骨折。
g. 天井ボード施行中に移動式室内作業台（高さ1000）より転落し左手を亀裂骨折。
h. 矢板抜き取り作業中、クランプのワイヤーに右手薬指が挟まり損傷。
i. 剥ぎ取った舗装版が、作業員の左足つま先に落ち、親指骨折。
j. 法面の伐採中に足を滑らせて滑落。
k. 砕石の搬入中、ダンプの仕切り版に手を挟み、裂傷。
l. 掘削面が崩落し、土砂に押された作業員が大型土のうにぶつかり、胸を強打。
m. 荷台でロープ掛けをしていたが、足を滑らせ転落。ガードレールにあばらを打ち付けた。
n. 急斜面を登る途中で転倒し、約３ｍ滑落左手を強打し、骨折。

等

(５)令和３年度の事故発生状況

１山口県発注工事における労働災害発生状況
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(６)近年発生した重傷・死亡事故事例①
①バックホウが掘削作業中、工事用道路が崩壊
②バックホウが転落し、運転者は転落中にバックホウから投げ出される
【負傷の程度】
バックホウ運転手が死亡

労働安全衛生規則第157条
事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、車両系建設機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、

当該車両系建設機械の運行経路について路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止すること、必要な幅員を保持するこ
と等必要な措置を講じなければならない。
２ 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系建設機械の転倒又は転落により
労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させなければならない。
３ 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

労働安全衛生規則第157条の2
事業者は、路肩、傾斜地等であつて、車両系建設機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所において

は、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用しないように努めるとともに、運転
者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。

 誘導員の
配置

 シートベ
ルトの着
用

１山口県発注工事における労働災害発生状況
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(６)近年発生した重傷・死亡事故事例②
①急勾配の工事用道路でバックホウを台車に積込み
②バックホウを積んだ台車が急勾配の工事用道路を下る
③停車していたダンプトラックに衝突し、共に小学校グラウンドに転落。
【負傷の程度】
ダンプトラック運転手が、肋骨、大腿骨にひび

労働安全衛生法第29条第1項
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律

又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

労働安全衛生規則第151条の11
事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転

者に次の措置を講じさせなければならない。
二 原動機を止め、かつ停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の

車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講じること。

前進
車内運転手1人

衝突

0.45BH積載　台車

待機中の10ｔダンプ
接触

転落

 機械の搬入・搬出
時は、堅固で平坦
な地盤で作業

 過積載となってい
ないか確認

小学校敷地

１山口県発注工事における労働災害発生状況
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(６)近年発生した重傷・死亡事故事例③

① 伐採木を移動式クレーン（クレーン機能付バックホウ）を用い運搬
② 伐採木をワイヤーから外す作業を実施
③ 作業員が離れる前に伐採木をバックホウにて土手に上げようとした際に、木が横滑りし、作業員の
足に接触

【負傷の程度】
作業員が右大腿骨骨折

労働安全衛生法第31条の3第1項
特定作業を行う場合、作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必

要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第662条の6
機体重量3㌧以上の車両系建設機械を用いて行う荷のつり上げ作業を行うときは、作

業の内容や立入禁止区域について必要な連絡調整を行わなければならない。

クレーン等安全規則第66条の2第1項
移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、当該作業に係る場所

の広さ、使用する移動式クレーンの種類・能力等を考慮して、作業方法や労働者の配
置等を定めなければならない

 重機の作業範囲
内に作業員がい
ないことの確認

１山口県発注工事における労働災害発生状況
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(６)近年発生した重傷・死亡事故事例④

①杭打ち機械の解体作業を行っていた際、バランスを崩し、約8ｍの高さから墜落
【負傷の程度】
作業員が左足脛骨・左肋骨の骨折

労働安全衛生規則第518条の2
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難な

ときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落に
よる労働者の危険を防止するための措置を講じなければなら
ない。

 墜落の恐れがある箇所の作業で
は、高所作業車やセルフロック
等による墜落防止対策が必要

１山口県発注工事における労働災害発生状況
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(６)近年発生した重傷事故事例⑤

①資材を工事用仮設道の坂路でクレーンモードに切り替えずバックホウで吊上げ。
②旋回したところ転倒・転落。
【負傷の程度】
バックホウ運転手が、右上腕の開放骨折

労働安全衛生規則第164条 事業者は、車両系建設
機械を、パワー・ショベルによる荷のつり上げ、クラム
シェルによる労働者の昇降等当該車両系建設機械の主た
る用途以外の用途に使用してはならない。。

 クレーン作業は平坦地で行う
 用途外使用を行わない（クレー
ンモードの切り替えを行ってク
レーン作業を行う）

１山口県発注工事における労働災害発生状況



１山口県発注工事における労働災害発生状況

（６）近年発生した重傷・死亡事故事例⑥

13

①搭載型トラッククレーンにおいて、アウトリガー中間張出の状態で資材を吊上げ。
（アウトリガー中間張出時の空車時定格荷重を超過状態）
②クレーンの誤操作により右旋回したところ転倒。
【負傷の程度】
クレーン操作を行っていた作業員が、腰椎・肋骨骨折

労働安全衛生法第29条第1項
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該

仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しな
いよう必要な指導を行なわなければならない。
クレーン等安全規則第66条の2第1項

移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するた
め、当該作業に係る場所の広さ、使用する移動式クレーンの種
類・能力等を考慮して、作業方法や労働者の配置等を定めなけ
ればならない

 現場条件（アウトリ
ガーの張出し幅、作
業半径、作業領域）
を踏まえて適切な作
業計画を定め、定格
荷重の範囲内で使
用。

 過負荷防止装置が設
置されていない移動
式クレーン使用時
は、荷重計を確認し
ながら操作。



万が一、現場で事故が発生した場合は速やかに報告を行うこと

山口県土木工事共通仕様書

１－１－30 事故報告書

受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するととも

に、指示する期日までに、工事事故報告書を提出しなければならない。

・事故発生時は速やかに連絡を行うこと。
（事故速報）

・国への報告が必要と判断された場合は、別途事故報告書により報告を行うこと。
（事故報告書）

・是正措置が必要と判断される場合は受注者へその旨を伝え、再発防止に努めること。
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２事故報告



事故速報：全ての工事事故に関して必要

• 事故発生時はTEL等により速やかに連絡すること。
• 事故速報についてはTELの内容を事故速報に記載するなど、速やかな対応が必要。
• 事故速報はFAX又はメールによること。
• 位置図や概略図を添付。
• 新たな情報があれば前回送付の事故速報に追加・修正し、随時続報を入れること。
• 国への報告の必要性について、事故の状況により技術管理課で判断する。

《参照通知文書》

◎H180316平17監理第2118号建設工事事故報告について
➣事故速報、事故報告に関する通知

◎H240615平24技術管理第206号、H280617平28技術管理第239号で
報告様式を一部変更

事故
発生

受注者⇒発注者
事故速報の提出

発注者⇒事業主管課
事故速報の提出

（必要に応じて追記）

事業主管課⇒技術管理課
事故速報の提出

（必要に応じて追記）
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(１) 事故速報

２事故報告
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事故速報
(EXCEL様式)

２事故報告
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２事故報告



事故報告書：報告書の提出が必要と判断された場合

受注者⇒発注者

事故報告書の提出
（受注者用）

発注者⇒技術管理課

事故報告書の提出
（受注者用・発注者用）

技術管理課

提出された事故報告書を
インターネット経由で

SASへ登録し、国へ報告

・事故報告書は原則「死亡または休業4日以上」の事故を対象とする。
➣状況によりこれ以外でも登録する必要があると判断する場合がある。

・事故報告書の様式は5種類あるため注意すること。
➣事故報告書【発注者用】
事故報告書【受注者用】(一般事故用、墜落事故用、重機事故用、交通事故用）

参照通知文書

◎H180316平17監理2118号 建設工事事故報告について
➣事故速報、事故報告書に関する通知

◎H280617平28技術管理第239号 事故報告書の様式変更について（通知）
➣事故報告書の様式に関する通知
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(２) 事故報告書

２事故報告



平成27年に、受注者・発注者双方で建設現場における
事故防止・安全対策に努めていただくよう、土木建築
部における過去の事故報告から事例を取りまとめたも
の。

各事故に関連すると思われる、安全衛生規則等を抜粋
し記載している。
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(３) 事故報告事例集

２事故報告


